中小企業販路開拓助成金交付要綱
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沿革　平成16年4月 1日  制   定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成17年2月23日 一部改正
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成18年4月 1日 一部改正
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成19年3月13日 一部改正
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成20年3月10日 一部改正　
平成20年7月　4日 一部改正
平成21年3月10 日 一部改正
平成21年7月15 日 一部改正
平成22年３月5 日 一部改正
（趣旨）
第１　この要綱は、中小企業の販路開拓を促進するため、中小企業者及び団体の展示会、見本市等への出展に対して、予算の範囲内で助成金を(財)長野県中小企業振興センター理事長(以下「理事長」という。)が交付することについて必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第２
 この要綱において、中小企業者及び団体とは、当該各号に定めるところによる。
（１）中小企業者とは、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項第１号に規定するもののうち、長野県内に主たる事業所を有する製造業者をいう。
ただし、以下の中小企業者は除く。
①発行済株式の総数又は出資価額の総額の２分の１以上が同一の大企業の所有に属している中小企業者
②役員の総数の２分の１以上を大企業の役員又は職員が兼ねている中小企業者。
　注：大企業とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者をいう。
（２）団体とは、次に掲げるものであって、中小企業者を主たる構成員とするものをいう。
ア　中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合
イ　中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体
ウ　法人又は任意団体であって、設立目的、運営状況、永続性等から判断して理事長が適当と認めた
もの
（助成対象者）
第３　第１に規定する助成金の交付を受けることができる者は、助成金を受けようとする当該年度及び前年度において当助成金の交付を受けていない者であり、かつ２以上の中小企業者の製品を展示会、見本市等へ出展しようとする団体及び展示会、見本市等へ出展しようとする中小企業者とする。
（助成対象展示会、見本市等）
第４　助成の対象とする展示会、見本市等は、次の各号に掲げる要件を備えているものとする。ただし、
　　原則として物産展は対象外とする。
　( 1 )  出展者の製品の販路開拓に資するものであること。
　( 2 )  長野県外(海外を含む)で開催されるものであること。
　( 3 )　主催者が（財）長野県中小企業振興センター（以下「センター」という。）又は国若しくは地
　方公共団体以外の者であること。
２　前項の規定にかかわらず、機械要素技術展（東京会場）など、センターが中小企業者を募集し、費用の一部を負担して共同出展する展示会・見本市等は対象外とする。

（助成対象経費及び助成額）
第５　助成金の交付の対象となる経費及び助成額は、別表のとおりとする。
（交付の申請）
第６ 助成金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、中小企業販路開拓助成金交付申請書（様式第１号）を理事長に提出しなければならない。
（交付の決定）
第７  理事長は、助成金の交付の申請があったときは、審査会においてその内容を審査のうえ、適正と認めるときは、助成金の交付の決定を行い、助成金交付決定通知書(様式第２号)により申請者に通知するものとする。
　　なお、審査会の設置要綱については、別に定める。
（申請の取下げ）
第８  申請者は、助成金の交付決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、交付決定を受けた日から１０日以内にその旨を記載した書面を理事長に提出することにより、申請の取下げをすることができる。
（助成事業の内容等の変更）
第９  助成事業を行う者( 以下「助成事業者」という。)は、助成事業の内容及び助成対象経費の変更をしようとするときは、あらかじめ中小企業販路開拓助成事業変更承認申請書(様式第３号)を理事長に提出し、その承認を受けなければならない。
（助成事業の中止又は廃止）
第10  助成事業者は、助成事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ中小企業販路開拓助成事業中止（廃止）承認申請書（様式第４号）を理事長に提出し、その承認を受けなければならない。
（助成事業遅延等の報告）
第11  助成事業者は、助成事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれるときは、速やかに、中小企業販路開拓助成事業遅延等報告書（様式第５号）を理事長に提出しなければならない。
（実績報告）
第12  助成事業者は、助成事業が完了したときは、中小企業販路開拓助成事業実績報告書（様式第６号）に関係書類を添えて理事長に提出しなければならない。
２  前項に規定する書類の提出期限は、事業完了の日から起算して２０日を経過した日又は助成金交付決定の通知を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日とする。
（助成金の額の確定）
第13  理事長は、第12 第１項に規定する報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る助成事業の実施結果が助成金の交付の決定の内容（第9 に基づく承認をした場合は、その承認された内容）に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金交付確定書(様式第７号)により助成事業者に通知するものとする。
（助成金の交付請求）
第14  助成事業者は、助成金の交付を請求しようとするときは、中小企業販路開拓助成金交付請求書（様式第８号）を、理事長に提出するものとする。
（帳簿の整備等）
第15  助成事業者は、助成事業に係る収支を記載した帳簿を設けるとともに、その証拠となる書類を整備し、助成事業年度の終了後５年間保存しておくものとする。  
（補則）
第16  この要綱の実施について、必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。
附  則
  この要綱は、平成16年４月 1日から施行する。
附  則
  この要綱は、平成17年４月 1日から施行する。
附  則
  この要綱は、平成18年４月 1日から施行する。
附  則
  この要綱は、平成19年４月 1日から施行する。
附  則
  この要綱は、平成20年４月 1日から施行する。
附  則
  この要綱は、平成20年７月 ４日から施行する。
附  則
この要綱は、平成21年４月１日から施行する。
附  則
この要綱は、平成21年７月15日から施行する。
附  則
この要綱は、平成22年４月1日から施行する。
別表 ( 第５ 関係 )
	区　　分
	経　　費
	助　成　額　

	展示会、見本市等への団体出展
	主催者に支払う出展料
	・出展料の3分の1以内の金額とし、助成額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切捨てる。
・100万円を限度とする。

	海外の展示会、見本市等への中小企業者出展
	主催者に支払う出展料
	・出展料の3分の1以内の金額とし、助成額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切捨てる。
・50万円を限度とする。

	国内の展示会、見本市等への中小企業者出展
	主催者に支払う出展料
	・出展料の3分の1以内の金額とし、助成額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切捨てる。
・20万円を限度とする。


様式第１号（第6 関係）
平成　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　様
                                         所 在 地
                              　　　　   名    称
                                         代表者名                              印
平成　　年度中小企業販路開拓助成金交付申請書
平成　　年度中小企業販路開拓助成事業を下記のとおり実施したいので、中小企業販路開拓助成金交付要綱第6の規定により申請します。
記
１　助成事業の目的
２　助成対象経費及び助成金交付申請額
(1) 助成対象経費                         円
(2) 助成金交付申請額                         円
３　助成事業の内容
 別紙助成事業計画書のとおり
　４　助成事業完了予定年月日
平成     年     月     日
（別紙）
中　小　企　業　販　路　開　拓　助　成　事　業　計　画　書
１　中小企業者又は団体の概要
	企業名又は団体名
	代表者（団体にあっては代表者及び所属企業等を記載）

	担当者（団体: 所属企業等）
	住所

	電話
	FAX
	Eメール

	会員数
	設立年


	目的


注）　中小企業者は企業の登記簿謄本、会社案内を添付すること。
注）  団体は団体の定款、設立登記簿謄本、予算書、決算書及び構成員名簿を添付すること。
２　出展する展示会・見本市等
	名称
	主催者

	
	電話
	FAX

	内容

	開催場所（会場名及び所在地）

	開催期間
平成   年   月   日 ～ 平成 　年 　月 　日

	募集期間
平成    年 　月 　日 ～ 平成    年    月    日
	出展料等の納入期限
　平成　   年     月     日

	出展料
　　　　　　　    千円（   　   千円×        小間・㎡）　　　　　　　          
	団体の出展予定企業数
　　　　　　　　　　　　　          社

	自ら開催する場合の経費
　会場借上料　　　　　　　　　千円　　　　　周知費用　　　　　　　　千円
　基本装飾料　　　　　　　　　千円　　　　　　　　　　　　　　合計　　　　　　　　　千円

	期待される効果

	過去の出展状況


注）  開催案内等、展示会・見本市等の概要がわかるものがあれば添付すること。
３　出展予定企業概要（既存資料可）
	企業名
	
	所在地
	

	代表者
	
	資本金
	
	従業員
	

	業種
	
	電話
	
	FAX
	

	出展予定製品


	企業名
	
	所在地
	

	代表者
	
	資本金
	
	従業員
	

	業種
	
	電話
	
	FAX
	

	出展予定製品


	企業名
	
	所在地
	

	代表者
	
	資本金
	
	従業員
	

	業種
	
	電話
	
	FAX
	

	出展予定製品


	企業名
	
	所在地
	

	代表者
	
	資本金
	
	従業員
	

	業種
	
	電話
	
	FAX
	

	出展予定製品


	企業名
	
	所在地
	

	代表者
	
	資本金
	
	従業員
	

	業種
	
	電話
	
	FAX
	

	出展予定製品


	企業名
	
	所在地
	

	代表者
	
	資本金
	
	従業員
	

	業種
	
	電話
	
	FAX
	

	出展予定製品


様式第2号(第7関係)
平成　　年　月　　日
　　　　　　　　　　　　様
財団法人　長野県中小企業振興センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　　黒田　和彦
平成　　年度中小企業販路開拓助成金交付決定通知書
平成　　年　　月　　日付けで交付申請のあった平成　　年度中小企業販路開拓助成金について、下記のとおり決定したので通知します。
記
１　助成対象者
　　　名　称:
　　　所在地:
２　助成対象内容(展示会・見本市等の名称、展示内容等)
３　助成対象経費及び助成金交付決定額
　(1) 助成対象経費　　　　　　　　　　　　円
  (2) 助成金交付決定額　　　　　　　　　　円
様式第３号（第9　関係）
平成　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　様
                                         所 在 地
                            　　　　　   名    称
                                         代表者名                              印
平成　　年度中小企業販路開拓助成事業変更承認申請書
平成　　年　　月　　日付け長中振第      号で助成金交付決定のあった、平成　　年度中小企業販路開拓助成事業を下記のとおり変更したいので、中小企業販路開拓助成金交付要綱第９の規定により申請します。
記
１　変更の理由
２　変更の内容
（1） 助成対象経費及び助成金交付申請額
	
	変更前
	変更後

	助成対象経費
	円
	円

	助成交付申請額
	円
	円


（２）  助成事業の内容
様式第４号（第10　関係）
平成　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　様
                                         所 在 地
                            　　　　　   名    称
                                         代表者名                              印
平成 　　年度中小企業販路開拓助成事業中止（廃止）承認申請書
平成　　年　　月　　日付け長中振第      号で助成金交付決定のあった、平成 　　年度中小企業販路開拓助成事業を下記のとおり中止（廃止）したいので、中小企業販路開拓助成金交付要綱第10の規定により申請します。
記
１　中止（廃止）する事業名
２　中止（廃止）する理由
３　中止の期間（廃止の時期）
様式第５号（第11 関係）
平成　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　様
                                         所 在 地
                            　　　　　   名    称
                                         代表者名                              印
平成　　年度中小企業販路開拓助成事業遅延等報告書
平成　　年　　月　　日付け長中振第      号で助成金交付決定のあった、平成　　年度中小企業販路開拓助成事業について下記のとおり事故があったので、中小企業販路開拓助成金交付要綱第11の規定により報告します。
記
１　助成事業の進捗状況
２　助成対象経費及び助成金交付決定額
助成対象経費                     円
助成金交付決定額                     円
３　事故の内容及び原因
４　事故に対する措置
５　助成事業の完了の予定
 （注）  事故の理由を立証する書類を添付すること。
様式第６号（第12　関係）
平成　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　様
                                         所 在 地
                            　　　　　   名    称
                                         代表者名                              印
平成　　年度中小企業販路開拓助成事業実績報告書
平成　　年　　月　　日付け長中振第      号で助成金交付決定のあった、平成 　　年度中小企業販路開拓助成事業を下記のとおり完了しましたので、中小企業販路開拓助成金交付要綱第12 の規定により報告します。
記
１　助成対象経費及び助成金交付決定額
	 助　成  対  象  経  費
	助　成 金 交 付 決 定 額

	     円
	  円


２　助成事業完了期日
      平成    年    月    日
３　助成事業の実績 
	展示会・見本市等の名称
	

	開催期間
	平成　　年　　月　　日  ～  平成　　年　　月　　日

	開催場所(会場名及び所在地)
	


注）添付書類
１．成果等報告書（別紙１）
２．経費（出展料）の支払いに係る証拠書類（領収書、銀行が発行する振込金受取書等）の写し。
３．出展の様子がわかるもの。（写真、パンフレット等）
（別紙１）
平成　　年度中小企業販路開拓助成事業成果等報告書
補助事業者：
	出展者又は開催者
	

	出展製品・技術
	

	事業の成果等
（１）事業の具体的な実施内容


	（２）商談等の状況（全体の商談件数　　　　　件）

	
	うち商談が成立したもの　　　　　　件（　　　　　　万円）
主な内容


	
	うち商談が継続中のもの　　　　　　件
主な内容
（試作依頼　　　　件）
（見積依頼　　　　件）　　　　　　　　　　　
（図面検討　　　　件）
（訪問約束　　　　件）
（そ の 他　　　　件）


	（３）その他の成果



様式第7号(第13関係)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長 中 振 第 　　　号
平成　　年　月　　日
　　　　　　　　　　　　　様
財団法人　長野県中小企業振興センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　　黒田　和彦
平成　　年度中小企業販路開拓助成金交付確定通知書
平成　　年　　月　　日付けで交付申請のあった平成　　年度中小企業販路開拓助成金について、下記のとおり確定したので通知します。
記
１　助成対象者
　　　名　称:
　　　所在地:
２　助成対象内容(展示会・見本市等の名称)
３　助成金交付決定額及び助成金交付確定額
　(1) 助成金交付決定額　　　　　　　　　　　　円
(2) 助成金交付確定額　　　　　　　　　　　　円
様式第8号（第14 関係）
平成　　年　　月　　日
　財団法人長野県中小企業振興センター
　　　　理事長　　　　　　　　　　　様
                                         所 在 地
                            　　　　　   名    称
                                         代表者名                              印
平成 　　年度中小企業販路開拓助成金交付請求書
平成　　年　　月　　日付け長中振第      号で助成金の額の確定のあった、平成　　年度中小企業販路開拓助成金について、中小企業販路開拓助成金交付要綱第14の規定により下記のとおり請求します。
記
１　助成金の額の確定額
                            円
２　助成金の交付請求額
                            円
３　支払の方法
      口座振替
        【振込先（団体口座）】
            金融機関名：
預貯金の種別：　当座　　　　普通
            口座名義：
口座番号：
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